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安全保障委員会 
 

安全保障調査室 

Ⅰ 所管事項の動向 

１ 我が国を取り巻く安全保障環境 

(1) 中国、尖閣、台湾 

中国は、我が国周辺の海空域において、力を背景とした一方的な現状変更や既成事実化

を推し進めている。尖閣諸島周辺海域では、中国海警船がほぼ毎日接続水域で確認されて

いるほか、領海侵入も頻繁に繰り返しており、日本漁船に接近し追尾する事案も発生して

いる1。さらに、2021（令和３）年２月には「中華人民共和国海警法」（海警法）が施行され

た。海警法は、海警が中央軍事委員会の命令に基づき防衛作戦等の任務を遂行する旨を規

定しているが、曖昧な適用海域や武器使用権限等、国際法との整合性の観点から問題があ

る規定を含んでいる。 

このような中国の動きに対し、我が国としては、各国との安全保障対話の際に、海警法

に関する深刻な懸念を表明するなどしている2。また、2021（令和３）年 10 月に行われた

岸田総理とバイデン米大統領の間の日米首脳電話会談において、尖閣諸島が対日防衛義務

を定めた日米安全保障条約第５条の適用対象になることを改めて確認している。加えて、

岸田総理は自民党総裁選の中でも、海上保安庁法や自衛隊法について「必要であるならば

法改正を含めて検討する」旨言及している3。 

また、台湾をめぐっても軍事的緊張が高まっている4。中国は、台湾を中国の一部とし、

台湾統一を「歴史的任務5」として、平和的統一を呼びかける一方、軍事行動も辞さない姿

勢を示している。中国は台湾周辺での軍事活動を活発化させており、2020（令和２）年９

月以降、中国軍機による台湾海峡「中間線」の台湾側への進入や台湾南西空域への進入が

増加している。2021（同３）年 10 月には、４日間で中国軍機 149 機が台湾の防空識別圏

（ＡＤＩＺ）に進入する事案も発生している。 

このような中国による台湾への軍事的圧力の背景には、米台接近の動きがあると見られ

ている。米国は、トランプ前政権以降、米中対立を背景に台湾へ接近する姿勢を強めてお

り、政府高官が訪台するなど台湾との間で人的交流を積極化させているほか、台湾関係法

に基づく台湾への武器売却も進めている。また、2021（令和３）年 10月、それまで公然の

                                                      
1 2021（令和３）年には中国海警船が接続水域に１年間で過去２番目の多さとなる 332日入域したほか、同年

２月から７月にかけて過去最長となる 157日連続で入域する事案が発生した。また、2020（同２）年 10月に

は 57時間超と尖閣国有化以降最長時間にわたり領海へ侵入する事案も発生している。 
2 2021（令和３）年３月に行われた日米安全保障協議委員会（日米「２＋２」）においても、東シナ海及び南シ

ナ海を含め、現状変更を試みるいかなる一方的な行動にも反対するとともに、中国による海警法に関する深

刻な懸念を表明している。 
3 『産経新聞』（2021.9.9） 
4 中国による台湾侵攻について、2021（令和３）年３月、米議会公聴会でデービッドソン・インド太平洋軍司

令官（当時）が今後６年以内にそのおそれがある旨証言しており、同年 10 月には、台湾立法院（国会）の審

議で邱国正・国防部長（国防相）が、中国は 2025（同７）年には全面的な台湾侵攻能力を備えるようになる

旨答弁している。 
5 2021（令和３）年７月１日の中国共産党 100周年祝賀式典における習近平総書記の演説による。 
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秘密とされてきた米軍の派遣による台湾軍の訓練について、蔡英文総統が台湾総統として

初めて認めている6。 

台湾は我が国の南西諸島と近く、台湾有事が発生した場合、我が国への武力攻撃などに

発展する危険性が指摘されている7。我が国としては、台湾問題が両岸の当事者間の直接の

話し合いを通じて平和的に解決されることを希望しており、「台湾海峡の平和と安定の重

要性」について、日米や主要国間の首脳会談等の場で確認している8。また、岸田総理は、

両岸関係の平和的解決の努力を求めつつも、台湾有事に対応できる態勢・法整備について

言及している9。 

 

(2) 米国、ＱＵＡＤ、ＡＵＫＵＳ 

米国は、2021（令和３）年１月に誕生したバイデン政権が同年３月に公表した国家安全

保障戦略暫定指針で、中国について、国際システムに対抗し得る「唯一の競争相手」と位

置付け、長期的に対抗していく考えを示している。さらに、バイデン政権は、対中国を念

頭に「民主主義 対 専制主義」の対立軸を打ち出し、国際協調主義の下で価値観を同じく

する同盟国やパートナーとの連携を重視する姿勢を示している10。 

米国は、2021（令和３）年８月末に、タリバンの復権を許し現地が混乱する中、駐留米

軍の撤収を完了し、約 20年に及ぶアフガニスタン戦争を終結させた。今後は、中国の脅威

に対抗するため、インド太平洋地域へ軍事態勢を転換していくものと見られている11。加え

て、米国は同盟国やパートナーとの間で、インド太平洋地域における協力枠組みを強化・

創設する動きも見せている。 

日米豪印４か国の枠組みであるＱＵＡＤ（クアッド）は、2021（令和３）年９月に初の

対面での首脳会合を開き、共同声明において、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向

けた取組や、経済安全保障の面では、半導体の供給網の強化などの重要技術分野での協力

等を確認している。さらに、軍事面においても、同年８月から 10月にかけて、上記４か国

による共同訓練「マラバール 2021」を実施するなど連携を強化している。 

また、2021（令和３）年９月に創設された米英豪３か国の安全保障の協力枠組みである

ＡＵＫＵＳ（オーカス）は、同年 12月に運営方針を話し合う初会合を開き、サイバー、人

工知能（ＡＩ）や量子技術などの先端技術をめぐる協力や、豪州への早期の原子力潜水艦

                                                      
6 2021（令和３）年 10月 27日放送の米ＣＮＮのインタビューによる。（『朝日新聞』（2021.10.29）） 
7 ①我が国への直接の武力攻撃が発生する「武力攻撃事態」だけでなく、②我が国と密接な関係にある他国に

対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされる明白な危険がある「存立危機事態」や、③放置すれば我

が国の平和と安全に重要な影響を与える「重要影響事態」に発展する危険性が指摘されている。（『日本経済新

聞』（2021.4.20）） 
8 具体的には、2021（令和３）年３月の日米「２＋２」の共同発表、４月の日米首脳会談の共同声明、６月の

Ｇ７サミットの首脳宣言や 2022（同４）年１月の日米「２＋２」の共同発表において、「台湾海峡の平和と安

定の重要性」が明記されている。 
9 2021（令和３）年 10月 11日のテレビ番組における発言（『産経新聞』（2021.10.12）） 
10 2021（令和３）年 12 月には、バイデン米大統領は初の「民主主義サミット」を開催し、中露などの専制主

義国家の影響力拡大に危機感を示した上で、民主主義や人権の重要性を訴えている。（『朝日新聞』

（2021.12.10）） 
11
 2021（令和３）年 11月に米国防省が公表した「グローバルな軍事態勢の見直し」（ＧＰＲ）の概要では、イ

ンド太平洋地域を最優先と位置付け、態勢を強化する方針が示されている。（『読売新聞』（2021.12.1）） 
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配備に向けた協力などを確認している12。 

 

(3) 北朝鮮 

2021（令和３）年１月に開かれた第８回朝鮮労働党大会で、金正恩氏は、核の小型・軽

量化、戦術兵器化の推進や、極超音速滑空飛行弾頭、固体燃料の大陸間弾道ミサイル（Ｉ

ＣＢＭ）、潜水艦発射型の核兵器などの開発について言及している13。その後、北朝鮮はミ

サイル発射実験を相次いで実施し、特に、同年９月以降には、多様な新型ミサイルの発射

を繰り返している。発射されたミサイルには、低高度を変則軌道で飛翔したものや、潜水

艦や線路上の列車から発射されたもの、さらに、音速の５倍以上の速度で飛翔するとされ

る極超音速ミサイルが含まれる。これらの特徴から、北朝鮮は、発射の兆候把握を困難に

するための秘匿性を高め、奇襲的な攻撃能力を向上することや、ミサイル防衛網を突破す

ることを企図していると見られている。 

また、核開発についても、2018（平成 30）年 12月から停止していた寧辺の原子炉を 2021

（令和３）年７月から再稼働させ、核兵器の原料となるプルトニウムの抽出を再開したと

見られている14。 

最近の北朝鮮によるミサイル発射の動き 

年月日 ミサイルの種類 主な特徴 

2021. 3.21 短距離巡航ミサイル２発 ・黄海に向けて発射 

25 弾道ミサイル２発 ・約 450 ㎞飛翔し、我が国の排他的経済水域（ＥＥＺ）

外に落下 

・北朝鮮は変則的な軌道を持つ「新型戦術誘導弾」の試

験発射に成功したと主張 

9.11 

12 

新型長距離巡航ミサイル ・北朝鮮は、ミサイルが北朝鮮領空を楕円及び８の字形

の軌道で、約２時間、1,500 ㎞飛行し、標的に命中した

と主張 

15 短距離弾道ミサイル２発 ・低高度を変則軌道で約 750 ㎞飛翔し、我が国のＥＥＺ

内に落下 

・線路上の列車から発射するなど奇襲能力の向上を誇示 

28 新型極超音速ミサイル 

「火星８」１発 

・初の極超音速ミサイルの発射とされ、北朝鮮は極超音

速滑空飛行弾頭の誘導性などの指標を満たしたと主張 

30 新型対空ミサイル ・北朝鮮は、対空ミサイルの総合的な戦闘性能や発射台

などの運用実用性の実証が目的と主張 

10.19 新型潜水艦発射 

弾道ミサイル１発 

・コレ級潜水艦から発射され、最高高度約 50 ㎞程度を、

一旦下降してから再度機動して上昇する変則軌道で約

600 ㎞程度飛翔し、我が国のＥＥＺ外に落下 

                                                      
12 なお、我が国も豪州との２国間の防衛協力が進展している。2021（令和３）年 11 月には、海上自衛隊が豪

海軍のフリゲート艦に対し、米軍以外では初となる「武器等防護」を実施している。また、2022（令和４）年

１月に実施された日豪首脳会談（テレビ会議形式）に際し、自衛隊と豪州軍が共同訓練等の際に相互の国を訪

問しやすくする「円滑化協定」に署名したほか、日豪の共同対処能力強化のため、「日豪安全保障共同宣言」

の改定を検討しているとされる。（『日本経済新聞』（2021.11.24）、『産経新聞』（2021.12.30）、『日本経済新聞』

（2022.1.7）） 
13 『読売新聞』夕刊（2021.1.9） 
14 2021（令和３）年８月にまとめられた国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の報告書による。 
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2022. 1. 5 新型弾道ミサイル１発 

（推定） 

・北朝鮮内陸部から発射され、最高高度約 50 ㎞で、通常

の弾道軌道であれば約 500 ㎞飛翔し、我が国のＥＥＺ

外に落下 

・北朝鮮は、極超音速ミサイルの発射実験を行い、弾頭

部分が側面機動（水平方向に変則飛行）し、700㎞先の

目標に命中したと主張 

・韓国は、音速の６倍の速度で飛行したものの、極超音

速ミサイルの技術に到達せず、一般的な弾道ミサイル

であったと分析 

1.11 弾道ミサイル１発（推定） ・北朝鮮内陸部から発射され、最高高度約 50㎞程度を最

大速度が音速の約 10 倍で、変則的な軌道で飛翔し、我

が国のＥＥＺ外に落下。飛翔距離については分析中 

・北朝鮮は、極超音速ミサイルの発射実験を行い、弾頭

部分が跳躍、旋回しながら 1,000 ㎞先の目標に命中し

たと主張 

・韓国は、最高高度約 60 ㎞を最高速度が音速の約 10 倍

で、700 ㎞以上飛行し、同月５日に発射されたミサイル

より性能が向上したと分析 

(出所)防衛省資料及び報道等を基に作成 

 

２ イージス・アショア代替案、敵基地攻撃能力保有の検討に係る議論 

(1) イージス・アショア代替案 

2020（令和２）年６月 15日の河野防衛大臣（当時）によるイージス・アショア15の配備

計画停止の発表を受け、同年 12月 18 日、国家安全保障会議及び閣議において、「新たなミ

サイル防衛システムの整備等及びスタンド・オフ防衛能力の強化について」を決定した16。 

この閣議決定により、イージス・アショアの代替として、「イージス・システム搭載艦」

を２隻整備し、海上自衛隊が保持することとした。イージス・アショアでの使用を想定し

ていたレーダー（ＳＰＹ－７）等の構成品を転用する一方17、弾道ミサイル防衛以外の対

艦・対潜水艦等の機能の有無を含めた詳細については、引き続き検討を行うこととしてい

る。 

防衛省は、イージス・システム搭載艦導入に向けて、令和３年度予算に 17億円の調査費

を計上し、同艦の船型について、複数の船体で上部構造を支える「多胴船型18」にすること

                                                      
15 2017（平成 29）年 12 月に、弾道ミサイルの脅威から我が国全域を 24 時間 365 日、防護し得る装備品とし

て、国家安全保障会議及び閣議において導入を決定したもので、ミッドコース段階にある短・中距離弾道ミサ

イルを地上から迎撃するシステムである。 
16 イージス・アショア配備に言及している「平成 31年度以降に係る防衛計画の大綱」（30大綱）及び「中期防

衛力整備計画（平成 31 年度～平成 35 年度）」（01 中期防）は、この閣議決定をもって修正したと位置付ける

との報道がなされている。（『産経新聞』（2020.12.19）） 

 スタンド・オフ防衛能力の強化については、後述の「(2) 敵基地攻撃能力保有の検討に係る議論」を参照 
17 2021（令和３）年６月 22 日の岸防衛大臣記者会見では、洋上のイージス・システム搭載艦であっても、Ｓ

ＰＹ－７を含むイージス・アショアの構成品の利活用が適切であることが確認されたとしている。令和４年

度予算では、同レーダーの洋上仕様変更費用として 58億円が計上されている。 
18 多胴船は高波での影響を受けにくく、洋上での揺れに強い「耐洋性」を備える一方、構造が通常の艦艇より

複雑なため、建造コストが膨らみかねないとの指摘がなされている。なお、防衛省における多胴船の建造・運
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も視野に入れた設計等に関する調査を進めていたが、令和４年度予算への建造費の計上は

見送られた。 

同艦の船型に加え、弾道ミサイル防衛以外の対艦・対潜水艦等の機能を持たせるか否か、

また、この機能を持たせる場合の費用や導入後の維持整備費等も明らかとなっていないが、

一部報道によると、同艦の総費用は少なくとも9,000億円近くになると試算されている19。 

同艦の配備時期については、イージス・アショアが目標としていた 2023（令和５）年度

より 10 年近く遅れる可能性があり、安全保障環境の変化に対応できないおそれも指摘さ

れている20。 

 

(2) 敵基地攻撃能力保有の検討に係る議論 

政府は従来から、敵基地攻撃能力については、「攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小

限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと

認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能

である21」として、憲法解釈上は自衛のための保有は認められるとしつつ、保有しない政策

判断をしてきた22。 

政府は、イージス・アショアの配備計画停止の発表を受け、敵基地攻撃能力の保有に関

して検討を行い、2020（令和２）年９月 11日には、安倍総理（当時）が、ミサイル阻止に

関する安全保障政策の新たな方針を検討し、同年末までにあるべき方策を示す旨の談話を

発表した。 

その後、同年 12月 18 日の閣議決定において、敵基地攻撃能力の保有については明記せ

ず、「抑止力の強化について、引き続き政府において検討を行う」とし、また、スタンド・

オフ防衛能力の強化として、「中期防において進めるとされているスタンド・オフ・ミサイ

ルの整備23及び開発研究24に加え、多様なプラットフォームからの運用を前提とした１２式

地対艦誘導弾能力向上型の開発を行う」とした。 

これを踏まえ、１２式地対艦誘導弾能力向上型については、既に開発中だった１２式地

対艦誘導弾（改）（地上発射型）の長射程化25に令和３年度から着手し、令和４年度予算で

                                                      
用実績は３隻の音響測定艦のみとなっている。（『時事通信』（2021.5.2）） 

19 『朝日新聞』（2021.5.21） 
20 『朝日新聞』（2021.9.3） 
21 1956（昭和 31）年２月 29日 衆・内閣委、鳩山一郎内閣総理大臣答弁 田中防衛庁長官代読 
22 日米安全保障体制において、「日本は『盾』、米国は『矛』」の役割を果たしており、敵基地攻撃能力は、「矛」

の役割を担う米国に依存しているとされている。（例えば、2017（平成 29）年 11月 22 日 参・本会議、安倍

晋三内閣総理大臣答弁） 
23 2017（平成 29）年 12月に、島嶼防衛を目的としてＪＳＭ（射程約 500km）、ＪＡＳＳＭ及びＬＲＡＳＭ（射

程約 900km）の導入を決めていたが、ＬＲＡＳＭについては、同ミサイル搭載に伴うＦ－１５の改修費が高騰

したため、その導入を見送る方針を固めた。（『読売新聞』（2021.8.4）、『産経新聞』（2021.8.6）等） 
24 １２式地対艦誘導弾にはない変則軌道や高速飛行等の高い能力を持ち、数百 km 程度飛翔する国産ミサイル

の開発を進めており、そのうち島嶼防衛用高速滑空弾については、2026（令和８）年度の導入を目指している

とされる。 
25 2021（令和３）年 12 月時点の報道では、射程を約 1,000km 超まで延ばすとされている。（『日本経済新聞』

（2021.12.2））なお、最終的には、射程を 1,500km に延伸する案が浮上しているとの報道もある。（『産経新

聞』（2020.12.29）） 



- 204 - 

は、同誘導弾を艦艇や戦闘機にも搭載できるようにするための開発に着手するとして 393

億円を計上している。 

１２式地対艦誘導弾を始めとするスタンド・オフ・ミサイルは、北朝鮮や中国沿岸部に

到達する射程を有することから、敵基地攻撃への転用も可能であり、専守防衛を逸脱する

おそれがあるとの指摘もある26。 

岸田総理は、2021（令和３）年 12月６日の衆議院本会議での所信表明演説において、国

家安全保障戦略等の策定に関連し、「いわゆる敵基地攻撃能力も含め、あらゆる選択肢を排

除せず現実的に検討」すると述べている。また、2022（令和４）年１月７日に行われた日

米安全保障協議委員会（日米「２＋２」）の共同発表においては、「日本は、（中略）ミサイ

ルの脅威に対抗するための能力を含め、国家の防衛に必要なあらゆる選択肢を検討する決

意を表明した。」とされている。 

 

３ 国家安全保障戦略、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画 

(1) 国家安全保障戦略 

我が国の国家安全保障戦略は、外交政策及び防衛政策を中心とした国家安全保障の基本

方針を定めたものであり、1957（昭和 32）年５月に国防会議及び閣議で決定された「国防

の基本方針」に代わるものとして、2013（平成 25）年 12月 17 日に国家安全保障会議及び

閣議で決定された。 

同戦略では、基本理念として、「国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、我が

国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁

栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与していく」ことを掲げている。 

なお、防衛計画の大綱（後述(2)）とともにおおむね 10年程度の期間を念頭に置いてい

る。 

 

(2) 防衛計画の大綱 

防衛計画の大綱（防衛大綱）は、安全保障の基本方針、防衛力の意義や役割、これらに

                                                      
26 『毎日新聞』（2020.12.10）、『朝日新聞』（2020.12.19）等 



安全保障委員会 
 

- 205 - 

基づく自衛隊の具体的な体制、主要装備の整備目標の水準といった今後の防衛力の基本指

針を示すものであり、国家安全保障会議及び閣議で決定される。これまでに６回策定され

ており、直近は 2018（平成 30）年 12月 18 日に決定された「平成 31年度以降に係る防衛

計画の大綱」（30大綱27）である。 

30 大綱では、我が国自身の防衛体制の強化のため、前大綱に基づく統合機動防衛力28の

方向性を深化させつつ、宇宙・サイバー・電磁波を含む全ての領域における能力を有機的

に融合し29、平時から有事までのあらゆる段階における柔軟かつ戦略的な活動の常時継続

的な実施を可能とする、真に実効的な防衛力として、「多次元統合防衛力」を構築していく

ことを掲げている。 

 

(3) 中期防衛力整備計画 

中期防衛力整備計画（中期防）は、防衛大綱で定める新たな防衛力を実現するため、５

年間の防衛力整備の方針や主要事業などを定めた計画であり、国家安全保障会議及び閣議

で決定される。直近は 2018（平成 30）年 12 月 18 日に決定された「中期防衛力整備計画

（平成 31年度～平成 35年度）」（01中期防）である。 

01 中期防では、30大綱の方針の下、宇宙・サイバー・電磁波など新たな領域における能

力の獲得・強化のほか、「いずも」型護衛艦30の改修、イージス・システムやスタンド・オ

フ・ミサイルの整備31などを主要事業として掲げている。 

なお、この計画の実施に必要な防衛力整備の水準にかかる金額は、2018（平成 30）年度

価格でおおむね 27兆 4,700億円程度を目途としている32。 

 

(4) 新たな国家安全保障戦略等の策定の動き 

2021（令和３）年 12月６日、岸田総理は所信表明演説において、経済安全保障33、宇宙・

サイバーなどの新領域、ミサイル技術の著しい向上、島嶼防衛などの課題について、いわ

ゆる敵基地攻撃能力も含め、あらゆる選択肢を排除せず現実的に検討し、スピード感を持

                                                      
27 累次の防衛大綱の略称として用いられる「30 大綱」の数字は、大綱が閣議決定された年を示す。各大綱の実

際の適用は翌年度からとなる。 
28 「統合機動防衛力」とは、厳しさを増す安全保障環境に即応し、海上優勢・航空優勢の確保など事態にシー

ムレスかつ状況に臨機に対応して機動的に行い得るよう、統合運用の考え方をより徹底した防衛力の考え方

をいう。 
29 30 大綱では、個別の領域における能力の質及び量を強化しつつ、全ての領域における能力を有機的に融合

し、その相乗効果により全体としての能力を増幅させる「領域横断作戦」を掲げる。 
30 海上自衛隊の多機能のヘリコプター搭載護衛艦 
31 30 大綱及び 01中期防における陸上配備型イージス・システム（イージス・アショア）にかかる関連部分に

ついては、「新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンド・オフ防衛能力の強化について」（2020（令和

２）年 12月 18日国家安全保障会議決定及び閣議決定）により見直された。詳しくは、「２ イージス・アショ

ア代替案、敵基地攻撃能力保有の検討に係る議論」参照 
32 ただし、効率化・合理化の徹底等を通じ、本計画の下で実施される各年度の予算の編成に伴う防衛関係費は、

おおむね 25兆 5,000 億円程度を目途としている。 
33 経済安全保障について現時点で政府において定まった定義はないが、岸田総理は同日の所信表明演説におい

て、「世界各国が戦略的物資の確保や重要技術の獲得にしのぎを削る中、経済安全保障は、喫緊の課題」との

認識を示し、「サプライチェーンの強靱化や基幹インフラの信頼性確保を進めるため、与党との協議を踏まえ、

来年（2022（令和４）年を指す）の通常国会への新たな法案の提出を目指します。」と述べている。 
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って防衛力を抜本的に強化していく考えを示し、そのために新たな国家安全保障戦略、防

衛大綱、中期防衛力整備計画をおおむね１年かけて策定することを表明した34。また、2022

（令和４）年１月７日、日米「２＋２」の共同発表において、「日米は、今後作成されるそ

れぞれの安全保障戦略に関する主要な文書を通じて、同盟としてのビジョンや優先事項の

整合性を確保することを決意した。」とされている。 

 

４ 防衛関係予算等 

(1) 令和４年度防衛関係費 

ア 概要 

防衛省は、2022（令和４）年度35にお

いて、宇宙・サイバー・電磁波領域や

海空領域における能力、総合ミサイル

防空能力、スタンド・オフ防衛能力等

の大幅な強化により多次元統合防衛力

を構築するとともに、ゲーム・チェン

ジャーとなり得る技術等の研究開発の

強化や人的基盤の強化等を図る必要が

あると認識している。このような考え方に基づき、2021（令和３）年度補正予算及び 2022

（令和４）年度当初予算を「防衛力強化加速パッケージ」と位置付け、一体として編成す

ることにより防衛力を強化することとしている。 

2022（令和４）年度当初予算では、ＳＡＣＯ（沖縄に関する特別行動委員会）関係経費

等を除き５兆 1,788 億円（前年度当初予算比 553 億円（1.1％）増）が計上されている。こ

のうち、隊員の給与や食事のための人件・糧食費は２兆 1,740 億円（同 179 億円（0.8％）

減）、装備品の調達・修理・整備、油の購入、隊員の教育訓練などのための物件費（歳出化

経費及び一般物件費）は３兆 48億円（同 732 億円（2.5％）増）となっている。 

このほか、ＳＡＣО関係経費は 137 億円（前年度比７億円減）、米軍再編関係経費のうち

地元負担軽減分は 2,080 億円（前年度比 36億円増）が計上されている。2022（令和４）年

度当初予算総額は５兆 4,005 億円（前年度当初予算（ＳＡＣＯ関係経費等を含む。）比 583

億円（1.1％）増）となっている。 

 

  

                                                      
34 これに先立つ 11月 12日、防衛省は、新たな国家安全保障戦略等の策定といった政府の取組を見据え、「防

衛力強化加速会議」を立ち上げた。同会議は防衛大臣（議長）、防衛副大臣（議長代理）、防衛大臣政務官（副

議長）、防衛事務次官以下局長級幹部や各自衛隊の幕僚長ら（委員）で構成されている。 
35 2022（令和４）年度は、現行の中期防（期間：H.31 年度～R.５年度）における４年度目 
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イ 内容 

 本予算における主な事業は、以下のとおりである。 

 

(2) ＦＭＳ調達 

ア 概要 

ＦＭＳ（Foreign Military Sales）は

米国の安全保障戦略の一環として、米国

の武器輸出管理法（Arms Export Control 

Act）に基づいて、同盟諸国や友好諸国、

国際機関など米国政府が認める武器輸出

適格国のみに対し、防衛装備品や役務の

提供を有償で行うものである。 

我が国においては 1954（昭和 29）年の

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互

防衛援助協定」に基づいて、1956（昭和

31）年以降、ＦＭＳによる調達が行われて

きた。 

ＦＭＳはその実施の条件を米国側が定め、購入国はその条件を受諾することが必要とな

る。提示される条件として、①価格は米国の見積り、②納期は出荷予定時期であり目標、

③支払いは前払いが原則であり、納入や給付の終了後に米側が精算し過不足を調整するこ

とが主として挙げられる。このため、最新鋭の装備を調達しやすい半面、価格設定が米政

府主導になること、納入時期の遅れが生じること、前払いで払い過ぎた費用がなかなか精

算されないことなどの問題や、国内防衛産業への影響も指摘されている。 

これらを踏まえ、2022（令和４）年度防衛関係費においては、ＦＭＳ調達の合理化に向

けた取組として、適切な履行管理を継続し、未納入・未精算の履行状況の把握や未納入の

原因である照合問題の解決に向けた作業を加速することとしている。 

 2022（令和４）年度防衛関係費におけるＦＭＳ予算額は 3,797 億円で、前年度当初予算
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に比べ約 1,254 億円増加している。 

 

イ 内容 

本予算における主な事業は、以下のとおりである。 

 

５ 在日米軍 

(1) 駐留経費負担 

我が国は在日米軍の安定的な駐留を実現するため、駐留経費の一部を日米地位協定及び

特別協定に基づき負担している。特別協定では基地従業員の基本給等の労務費や光熱水料

等の負担について定めている。 

2021（令和３）年12月21日、政府は、2022（令和４）年度以降の在日米軍駐留経費負担

に係る特別協定等について日米間で実質合意に至ったと発表した36。 

 
在日米軍駐留経費の日本負担に関する日米合意のポイント 

また、政府は、今回の合意により、同経費を用いて日米同盟を一層強化する基盤を構築

することで日米で一致したことを踏まえ、「在日米軍駐留経費負担」の通称を「同盟強靱化

予算」とすることも合わせて発表した37。 

 

                                                      
36
 2022（令和４）年１月７日、日米両国は、同合意に係る在日米軍駐留経費負担に係る特別協定に署名を行っ

た。 
37 なお、英語の名称は引き続き「Host Nation Support」とされる。外務省ホームページ「林外務大臣会見記

録」（令和３年12月 21日（火）17時 34分）<https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaiken4_001051.

html> 

・新たな特別協定の有効期間は、2022（令和４）年度から 2026（令和８）年度の５年間 

・日本側の負担総額は、５年間で１兆 551 億円（単年度当たり 2,110 億円） 

・在日米軍の訓練のみならず、自衛隊と米軍の相互運用性を高める共同訓練にも資する資機材を

調達するための経費として「訓練資機材調達費」を新設、５年で最大 200 億円を計上 

・光熱水料等は今後５年間で段階的に削減し、日本側の負担割合を約 61％から約 35％に引下げ 

・施設の即応性・抗たん性強化に資する施設整備を推進するため、提供施設整備費を５年で最大

1,641 億円に増額 
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(2) 普天間飛行場移設問題 

辺野古移設をめぐる沖縄県と国の訴訟はこれまでに９件提起され、最高裁で県の敗訴が

続いている。現在は、県の埋立承認撤回を取り消した国土交通大臣の裁決の取消しを求め

た抗告訴訟が係争中である。 

（出所）沖縄県ホームページ及び報道等を基に作成 

 

 移設工事の進捗としては、2021（令和３）年４月、キャンプ・シュワブ南側約 39ha の陸

地化が完了した。また、小型サンゴ類の一部の移植作業38が８月 11日までに完了したこと

から、同月 27日、防衛省は大浦湾側の埋立予定海域で、Ｎ２と呼ばれる新たな護岸の工事

を開始した。 

他方、同海域では、軟弱地盤が見つかっており、地盤改良を行う必要があることから、

2020（令和２）年４月に防衛省は地盤改良工事の追加等に伴う埋立変更承認申請書を沖縄

県に提出した39。 

県は、同省が同変更申請の承認処分前に軟弱地盤ではないＮ２護岸地点の工事を先に開

始したことや、Ｎ２護岸周辺に生息する大型サンゴ等を移植しないまま工事を進めたこと40

など、同省の一連の行動に反発を強めた。 

11 月 25 日、玉城沖縄県知事は、防衛省による埋立変更承認申請について、地盤の安定

性等に係る設計に関して最も重要な地点において必要な調査が実施されていないなどとし

                                                      
38 サンゴの移植をめぐっては、沖縄県は 2021（令和３）年７月、沖縄防衛局に特別採捕許可を出したが、高水

温や台風の季節を避けるとの条件が守られていないとして許可を撤回した。防衛省がこれを不服として農林

水産大臣に審査請求を提出し、同大臣は同年 12月、県の判断は違法として撤回を取り消す裁決をした。これ

に先立つ同年８月、農林水産大臣が撤回の効力を執行停止したことを受け、沖縄防衛局はサンゴの移植作業

を再開していたが、今回の裁決で、2022（令和４）年６月まで、移植が完了していない地区の小型サンゴを対

象に採捕許可期間が続くことになる。 
39 防衛省は、地盤改良工事の追加に伴い、変更後の計画に基づく工事の着手から完了までの期間が９年３か月

に、埋立工事に要する費用が約 7,200 億円に変更となる（事業総経費の見積りは、2019（令和元）年 12月に

公表した約 9,300 億円から変更なし）としている。 
40 沖縄防衛局が設置した「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会」（第 33回、2021（令和３）

年８月 10 日実施）では、水の濁りシミュレーションの結果、汚濁防止枠を設置することにより、移植対象の

サンゴ類の移植をせずにＮ２護岸工事に着手しても、その生息環境は維持されるとしている。 

区 分 代執行訴訟 抗告訴訟① 
係争委への 
不服訴訟① 

違法確認
訴訟 

工事差止
訴訟 

係争委への 
不服訴訟② 

関与取消 
訴訟① 

抗告訴訟② 
関与取消
訴訟② 

原告→被告 国→県 県→国 県→国 国→県 県→国 県→国 県→国 県→国 県→国 

提訴日 2015.11.17 2015.11.25 2016.2.1 2016.7.22 2017.7.24 2019.3.22 2019.7.17 2019.8.7 2020.7.22 

裁判所 
福岡高裁 
那覇支部 

那覇地裁 
福岡高裁 
那覇支部 

福岡高裁 
那覇支部 

那覇地裁 
福岡高裁 
那覇支部 

福岡高裁 
那覇支部 

那覇地裁 
福岡高裁 
那覇支部 

請求内容 

国による埋立

承認取消処分

の取消しを求

める 

埋立承認取消

処分に対しす

る国土交通大

臣の執行停止

決定の取消し

を求める 

埋立承認取消

処分に対しす

る国土交通大

臣の執行停止

決定の取消し

を求める 

埋立承認取消

処分に対する

国土交通大臣

の是正指示に

県が従わない

ことの違法確

認を求める 

県の岩礁破砕

許可を得ずに

工事を進める

のは違法で、

工事差止めを

求める 

埋立承認撤回

処分に対する

国土交通大臣

の執行停止決

定の取消しを

求める 

埋立承認撤回

処分に対する

国土交通大臣

の取消裁決

（国の関与）

の取消しを求

める 

埋立承認撤回

処分に対する

国土交通大臣

の取消裁決の

取消しを求め

る 

サンゴ特別採

捕許可申請に

ついての農林

水産大臣の是

正指示（国の

関与）の取消

しを求める 

現状 

 

 

国と県の和解の成立（2016.3.4）を 

受けて、国と県がそれぞれの訴えを取下げ 

2016.12.20 

最高裁で 

県敗訴 

2019.3.29 

県が最高裁

への上告を

取下げ、県

敗訴確定 

2019.4.22 

県が訴えを 

取下げ 

2020.3.26 

最高裁で 

県敗訴 

2021.12.15 

福岡高裁那

覇支部で県

敗訴 

2021.12.28 

県が上告 

2021.7.6 

最高裁で 

県敗訴 
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て、不承認とする処分を行った。これを受け、同省は 12月７日、国交相に行政不服審査法

に基づく審査を請求した。今後、国交省が審査を行い、県の処分が不適切であると判断す

れば、国交相が県に是正を指示する。県がこれに応じない場合、総務省の第三者機関「国

地方係争処理委員会」での審査に移る可能性があり、最終的に新たな法廷闘争に発展する

可能性もある。 

 

(3) ＰＦＯＳ等流出問題 

 2021（令和３）年８月、在沖米海兵隊が、普天間飛行場内で保管しているＰＦＯＳ41など

を含む汚染水約６万 4,000ℓ を公共下水道に放出した。従来、在沖米海兵隊は、訓練により

生じたＰＦＯＳ等含有汚染水を焼却処分していたが、財政負担が大きいことなどから、国

内の河川等の暫定目標値（ＰＦＯＳとそれに似た構造のＰＦＯＡの合計値で 50ng/ℓ）以下

に低減した上で公共下水道に放出することを日本側に提案し、日米間で協議を行っている

最中であった。 

米軍は放出した汚染水について、独自の処理システムによりＰＦＯＳ等の含有量は

2.7ng/ℓ以下となったとして安全性を主張したが、宜野湾市が放水直後に普天間飛行場付

近で行った下水の調査では、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの合計値が暫定目標値の約 13 倍に当

たる 670ng/ℓに上っていた。 

こうした中、９月 17日、防衛省、外務省及び環境省は、普天間飛行場に残っているＰＦ

ＯＳ等含有汚染水を防衛省が引き取り、処分することを公表した。汚染水の量は約 36万ℓ

で、処分費用は約 9,200 万円が見込まれている。防衛省は、本格的な台風シーズンを控え、

汚染水が地下貯水槽から溢れることを防ぐための、「普天間飛行場における緊急的な暫定

措置」であるとして、他の米軍施設・区域において同様の対応をとる可能性については否

定している。 

沖縄県では、2016（平成 28）年以降、嘉手納基地周辺の河川等で高濃度のＰＦＯＳが検

出されたが、その原因特定のための基地内への立入りを米軍が受け入れず、日米地位協定

の環境補足協定上、米軍に環境事故時の調査の受入れ義務がないこと等が問題視されてい

る。 

 

(4) 在日米軍施設及びその周辺自治体での新型コロナ感染拡大 

 2021（令和３）年 12月下旬以降、在日米軍施設が集中する沖縄県を始めとして、米軍施

設が所在する各地で新型コロナウイルスの感染が急拡大し42、感染力の強い変異株「オミク

ロン株」が米軍施設を経由して市中に広がった可能性が指摘されている。 

                                                      
41 有機フッ素化合物の一種で、水と油をなじませる性質を持っており、過去には、泡消火薬剤などに広く使用

されていた。しかし、分解されにくく、人体や環境に蓄積して悪影響を及ぼすおそれがあることから、2009

（平成 21）年に残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、2010（平成 22）年に化学物質の審査及び

製造等の規制に関する法律において、制限の対象物質として指定された。 
42 １月 11 日時点の全国の米軍施設・区域での新型コロナ現存感染者数は 4,324 名であり、各施設・区域にお

ける感染状況は、沖縄県内の米軍施設・区域全体で 2,692 人、三沢飛行場 265 人、横田飛行場 179 人、横須

賀海軍施設 245 人、厚木飛行場 138 人、岩国飛行場 589 人、佐世保海軍施設 114 人などとなっている（令和

４年１月 12日午前内閣官房長官記者会見での政府公表数）。 
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 日米地位協定第９条及びそれに関連する日米合同委員会合意により、米軍施設に直接入

国する米軍関係者については、米軍が検疫に責任を持つとされる。そのため、米国は、2021

（令和３）年９月以降、米国内でのワクチン接種が進んだことなどを理由に、米軍関係者

の出国時のＰＣＲ検査を免除し、10 月以降、入国時の行動制限期間も日本側が求める 14

日間よりも短い 10 日に短縮した上で、期間中も基地内を自由に動ける運用を行っていた43。 

 米軍施設とその周辺自治体での感染の急拡大を受け、林外務大臣は、2021（令和３）年

12月22日にラップ在日米軍司令官に電話で遺憾の意を伝えるとともに対策強化を要請し、

また、本年１月６日、ブリンケン米国務長官と電話協議を行い、在日米軍に基地からの外

出制限の導入を含めた感染拡大防止に向けた対策の強化を求めた。しかし、米軍基地を抱

える自治体の長らから地位協定の見直しを求める声が上がるなど、反基地感情が全国に広

がる可能性が指摘されている。 

 

６ 海外における自衛隊の主な活動 

海外における自衛隊の活動は、国際平和協力法（ＰＫＯ法）、国際緊急援助隊法、海賊対

処法などに基づき行われてきたが、2015（平成 27）年の平和安全法制の整備により、国際

平和支援法による活動が追加された。 

現在、海外における主な自衛隊の活動としては、国連南スーダン共和国ミッション（Ｕ

ＮＭＩＳＳ）への司令部要員の派遣、シナイ半島の多国籍部隊・監視団（ＭＦＯ）への司

令部要員の派遣、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処活動及び中東地域における日本

関係船舶の安全確保のための情報収集活動が行われている。 

 

(1) 自衛隊法に基づく活動（在アフガニスタン邦人等の輸送（2021（令和３）年８月 23日

～31日）） 

2021（令和３）年８月末に予定されていた駐留米軍の撤退期限を前に、アフガニスタン

情勢が悪化したことを受け、同月 23日、国家安全保障会議における議論と外務大臣臨時代

理（加藤内閣官房長官（当時））からの依頼を経て、在アフガニスタン邦人等の退避のため、

岸防衛大臣が自衛隊法第 84条の４（在外邦人等の輸送）に基づく命令を発出した44。 

自衛隊からはＣ－１３０輸送機２機、Ｃ－２輸送機１機、Ｂ－７７７特別輸送機（政府

専用機）１機、人員約 260 名が現地に派遣され、８月 25日から 27日にかけて首都カブー

ルと周辺国拠点との間で輸送を実施した。この間、退避を希望する邦人１名と、米国の要

請を受けて、出国を希望するアフガニスタン人 14名の輸送が行われ、同月 31日に終結が

命じられた。 

この結果をめぐっては、日本大使館の現地スタッフなど約 500 人の国外退避を行えなか

                                                      
43 在日米軍は、2021（令和３）年 12月 26 日以降、全ての米軍関係者に出国前検査を実施し、同月 30日以降、

到着後 24 時間以内の検査を実施することを決定した。この結果、これまで実施していた入国後５日目以降の

検査を含め現在は３段階の検査を実施しているとされる。 
44 同規定に基づく輸送として、在イラク邦人等の輸送（2004（平成 16）年４月）、在アルジェリア邦人等の輸

送（2013（平成 25）年１月）、在バングラデシュ邦人等の輸送（2016（平成 28）年７月）、在南スーダン邦人

等の輸送（2016（平成 28）年７月）に続く、５例目となった。 
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った45ことに関し、与野党から派遣決定の遅さを指摘する声が上がったほか46、岸防衛大臣

も、「（自衛隊の）持てる力を 100％発揮して、任務遂行に努めていただいた」と評価しつ

つも、結果として退去が実現できなかったことについて、しっかり検証していく必要があ

るとの見解を示した47。 

岸田内閣発足後は、2021（令和３）年 12月 13 日の衆議院予算委員会において、岸田総

理が、自衛隊法第 84条の４（在外邦人等の輸送）について更に改善することができないか

検討を指示したことを明らかにしており、岸防衛大臣も翌日の記者会見で、「例えば、現地

の安全の確認の方法について、制度としてさらに改善の余地がないか等の点について検討

を行っている」と述べた48。さらに、同月 17日の記者会見で岸防衛大臣は、外国人のみの

輸送を可能にすることも含めて検討している旨を明らかにした49。 

 

(2) ＰＫＯ法に基づく活動 

ア ＵＮＭＩＳＳへの司令部要員の派遣（南スーダン国際平和協力業務） 

我が国は南スーダンに展開する国連ＰＫＯであるＵＮＭＩＳＳに対し、2011（平成23）

年11月以降、13次にわたり司令部要員を派遣するとともに、2012（平成24）年１月以降は、

11次にわたり陸上自衛隊施設部隊などを派遣してきた。2017（平成29）年３月に施設部隊の

活動の終了が決定され、同年５月末までに撤収したが、司令部要員の派遣は継続しており、現

在も４名の自衛官が活動を実施している。 

 

イ ＭＦＯへの司令部要員の派遣（シナイ半島国際平和協力業務） 

エジプト東部のシナイ半島でエジプト・イスラエル間の停戦監視等を行う国際機関であ

るＭＦＯに対して、2019（平成 31）年４月以降、ＰＫＯ法に基づき陸上自衛官２名が派遣

されている（現在は第３次司令部要員）。両名は、司令部要員として、エジプト及びイスラ

エルの政府等とＭＦＯとの間の連絡調整などの業務に当たっている。ＭＦＯへの自衛官の

派遣は、平和安全法制の施行により可能となった、国連が統括しない国際連携平和安全活

動への初めての参加である。 

 

(3) 海賊対処法に基づく活動（ソマリア沖・アデン湾） 

ソマリア沖・アデン湾周辺海域における海賊事案に対処するため、我が国は、2009（平

成21）年７月24日以降、海賊対処法に基づき50、海上自衛隊の派遣海賊対処行動水上部隊

                                                      
45 ただし、自衛隊派遣終了後、カタールの協力を得るなどして、大使館現地スタッフ及びその家族、ＪＩＣＡ

プログラムによる留学生等の日本への退避が続けられており、11 月 26 日時点で 423 人となったと報じられ

ている。（『東京新聞』（2021.12.9）） 
46 『朝日新聞』（2021.9.3） 
47 防衛省ホームページ「防衛大臣記者会見」（令和３年９月３日（金）11:15～11:39）

<https://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2021/0903a.html> 
48 防衛省ホームページ「防衛大臣記者会見」（令和３年 12月 14 日（火）08:34～08:38）

<https://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2021/1214a.html> 
49 防衛省ホームページ「防衛大臣記者会見」（令和３年 12月 17 日（金）08:41～08:45）

<https://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2021/1217a.html> 
50 2009（平成 21）年３月 13 日から同年７月 24 日の海賊対処法施行までの間は、海上警備行動により派遣し
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（護衛艦１隻51、海上保安官８名同乗）及び航空隊（固定翼哨戒機Ｐ－３Ｃ２機）を同海域

に派遣している（中東地域における情報収集活動も兼務）。航空隊の拠点はジブチに置かれ、

派遣海賊対処行動支援隊が警備や維持管理等を行っている。現在の活動期限は、2022（令

和４）年11月19日までとされている。 

また、海賊対処を行う各国部隊との連携強化及び自衛隊の海賊対処行動の実効性向上を

図るため、2014（平成26）年８月以降、第151連合任務部隊（ＣＴＦ１５１）司令部に司令

部要員を派遣するとともに、ＣＴＦ１５１司令官として海上自衛官（海将補）を過去４回

にわたり派遣している。 

 

(4) 防衛省設置法に基づく活動（中東地域における日本関係船舶の安全確保のための情報

収集活動） 

中東地域における緊張が高まる中、2019（令和元）年６月に日本関係船舶に対する攻撃

事案が生起したことなどを受け、同年 12月、政府は自衛隊による情報収集活動の実施を含

む「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」を国家安全

保障会議及び閣議において決定した。次いで、2020（令和２）年１月に河野防衛大臣（当

時）により中東地域における日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動の実施につい

て命令が発せられ、同月中に固定翼哨戒機Ｐ－３Ｃ２機（海賊対処も兼務）が、２月には

護衛艦１隻が情報収集活動を開始した。 

自衛隊による情報収集活動は、政府の航行安全対策の一環として日本関係船舶の安全確

保に必要な情報を収集するものであり、これは不測の事態の発生など状況が変化する場合

への対応としての自衛隊法第 82 条に規定する海上警備行動に関し、その要否に係る判断

や発令時の円滑な実施に必要であることから、防衛省設置法第４条第１項第 18 号の規定

（所掌事務の遂行に必要な調査及び研究）に基づき実施することとされた。 

活動期間は当初、閣議決定の日から１年間（2020（令和２）年 12月 26 日まで）とされ

たが、１年間の延長を経て、2021（令和３）年 12月 24 日、ソマリア沖・アデン湾で海賊

対処に従事する護衛艦１隻に中東地域における情報収集活動を兼務させることが閣議決定

され、情報収集活動のために派遣されていた護衛艦１隻は撤収することとなった。 

 

Ⅱ 第 208 回国会提出予定法律案等の概要 

１ 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案（予算関連） 

一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の期末手当を改定する。 

 

２ 防衛省設置法等の一部を改正する法律案（予算関連） 

自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、外国における緊急事態に際

して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送の要件等の見直し、麻薬等の譲渡に係る特例規定の

整備及び保険医療機関等から診療を受けようとする自衛官等に係る電子資格確認の導入等

                                                      
ていた。 

51 活動の開始当初、海賊対処行動に従事する護衛艦は２隻であったが、ソマリア沖・アデン湾における海賊事

案発生件数が減少していることなどから、2016（平成 28）年 12月 14 日以降、１隻態勢に縮小されている。 
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の措置を講ずる。 

 

（参考）継続法律案等 

○ 自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案（前原誠司君外１名提出、第 207

回国会衆法第９号） 

領海等における公共の秩序の維持を図るため、自衛隊の部隊による警戒監視の措置及び

その際の権限について定めるとともに、海上保安庁の任務として領海の警備が含まれるこ

とを明記する等する。 

 

○ 領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案（篠原豪君外 14名提出、第 207

回国会衆法第 11号） 

領域等における公共の秩序を維持し、もって国民の安全の確保に資するため、領域等の

警備に関する基本原則を定め、並びに領域警備基本方針及び海上保安体制強化計画の策定

その他の領域等の警備に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、領域警備・海上

保安体制強化会議を設置することにより、領域等の警備において警察機関及び自衛隊が事

態に応じて適切な役割分担の下で迅速に行動できるようにする。 

 

内容についての問合せ先 

安全保障調査室 風間首席調査員（内線 68620） 

 


